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１ はじめに 
 いわゆる「健康食品」とは、法律上の定義はなく医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維

持・増進に特別に役立つことをうたって販売されている食品全般を指す 1)。健康食品の中には、

医薬品としての承認や許可がないにもかかわらず、医薬品としての目的性をもたせた製品があり、

無承認無許可医薬品に分類される。医薬品成分を含有する健康食品を喫食することによる健康被

害や死亡事例は、全国的に報告されている。近年では、インターネットの普及等により、住民が

販売者から容易に健康食品を購入できる環境が構築されている。 
 このような中、2022 年 6 月、都城保健所管内で住民がインターネットを介して購入した健康食

品を原因とする健康被害が確認された。当研究所では、薬務対策課からの依頼により当該住民が

喫食した健康食品中の医薬品成分を検査したので、その結果を報告する。 
 
２ 対象 

都城保健所が、当該住民から回収した健康食品を

図１に示す（以下①～③で示す。）。薬務対策課より

検査依頼のあった医薬品成分は、シブトラミン（以

下「Sib」という。）等 26 成分であった。 
 なお、対照データとして、本検査と同じ健康食品

を試験した他自治体のデータ 2)及び厚生労働省が公

開している過去の検出事例のデータ 3)を用いた。  
 
３ 方法 

方法は、伊達らの報告 4)を参考にした。すなわち、検査依頼のあった健康食品から 1 g を採取

し、メタノール 20 ml を加えた後、10 分間の超音波抽出を行った。その後、3000 rpm で 3 分間

の遠心分離を行った後、上澄み液を水で 5 倍希釈し、0.2 m フィルターでろ過した液を LC-
MS/MS に供した。医薬品成分の標準品を用いて検量線を 0.5～500 ppb の範囲で作成した。検出

された医薬品成分が高濃度の場合は、検量線の範囲に収まるよう適宜希釈し定量を行った。 
 
４ 結果 
 本検査で試験した健康食品から、Sib 及びフェノールフタレイン（以下「Phe」という。）が検

出された。薬務対策課には、平均値（n=6）を報告した（表１）。Sib 及び Phe の含有量を対照デ

ータ及び臨床用量 5,6)と比較した結果を表２に示す。 
本検査と同じ健康食品を試験した他自治体は、①②が５自治体（Sib 検出：５自治体 Phe 検

出：２自治体）、③が５自治体（Sib 検出：５自治体 Phe 検出：０自治体）であった。ただし、

①②で Sib と Phe を同時に検出した自治体のうち１自治体は含有量を発表していないので対照デ

ータに含めていない。 
過去事例のデータは、Sib 及び Phe の含有量が直近で報告されている 2016 年度のインターネ

ット販売製品の買上検査の結果を用いた。報告のあった製品は 12 個あり、全てカプセル製剤であ

った。内訳は、Sib 単独が 6 製品、Phe 単独が 3 製品及び 2 成分を同時に含むものが 3 製品であ

った。 

図１ 回収した健康食品 

①：Detoxeret Jelly セロリと海藻の風味  
②：Detoxeret Jelly ブラックカカオ蜂蜜風味 
③：DETOXERET Chokolade 



 

 
 
 

成分名 
他自治体（mg/個） 過去事例 臨床用量 

① ② ③ （mg/個） （mg/日） 

Sib 
23.4 ± 10.5 20.9 ± 5.18 14.4 ± 5.84 10.10 ± 5.76 10～150 
４自治体 ４自治体 ５自治体 ９製品 

Phe 1.6 1.9 
－ 02.54 ± 1.91 50～200 

１自治体 １自治体 ６製品 
 
 
５ 考察 
 本検査で試験した健康食品から、痩身目的の医薬品成分である Sib 及び Phe が検出された。Sib
は中枢性食欲抑制作用、Phe は刺激性緩下作用を有している。しかしながら、Sib は心血管系リス

ク、Phe は発がんリスクのある物質であり、日本では医薬品として用いられていない。 
 本検査で検出した Sib 及び Phe の含有量を対照データと比較したところ、同じ健康食品を試験

した他自治体と同程度、また、カプセル製剤を試験した過去事例より多く含まれていた。Sib の含

有量を臨床用量（10 mg/日）と比較したところ、薬理作用を期待できる量が含まれており、痩身

効果を狙って含有させていた可能性が高い。Phe の含有量を臨床用量（50 mg/日）と比較したと

ころ、薬理作用を期待できる量の約 25 分の１であった。刺激性下剤は、便秘時の頓服が基本的な

使い方として知られている。便秘時以外での服用は下痢を誘発し、腹痛等の有害事象を引き起こ

す可能性が考えられることから、含有量は臨床用量と比較して少なかったと推測される。 
 なお、都城保健所が確認した当該住民の症状は、両腕全体の赤み、水ぶくれ及び腫れであった。

これらの症状は、Sib の副作用（血圧上昇、心拍数増加、頭痛、口渇、便秘、鼻炎等）及び Phe の

副作用（下痢、腹痛等）ではないため、今回検出された医薬品成分による症状であるかは判断で

きなかった。 
 当研究所では、健康食品による健康被害防止の一助となれるよう、今後とも医薬品成分検査体

制の充実を図っていく。 
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成分名 ① ② ③ 
Sib 17.90 ± 2.680 18.50 ± 2.520 15.70 ± 2.640 
Phe 02.58 ± 0.335 02.12 ± 0.164 02.00 ± 0.197 

※ 平均値 ± 標準偏差 

表１ Sib 及び Phe の含有量（報告値） 
（mg/個） 

表２ Sib 及び Phe の対照データ及び臨床用量 

※ 平均値 ± 標準偏差 


